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外国人にかかる年金制度
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１. 年金制度への加入
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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金

保険に加入していない方は、すべて国民年金の第1号被保険者ま

たは第3号被保険者となります。

国民年金

「国内に住所を有する」という要件なので・・・

※日本国籍を有しない方で在留資格が、「医療滞在」、「観光等を目的とするロングステイ」といった

「特定活動」により滞在する方は、国民年金第１号及び第３号被保険者から適用除外となります。

日本国内に住所を有する外国人の方も第１号被保険者となります。
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「国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず」という要件なので・・・

外国人の方も厚生年金保険の被保険者となります。

厚生年金保険

・厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の

事業所です。また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所につ

いても厚生年金保険の適用事業所となります。

・厚生年金保険に加入している会社などの適用事業所に常時使用

される人
（※）

は、国籍や性別、年金の受給の有無にかかわらず、厚

生年金保険の被保険者となります。

※「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無等とは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給

料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。



２. 厚生年金保険の適用
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健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に常時使用される

方は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、被保険者となります。

外国人従業員の方々へ社会保険制度をご案内する際は、以下の制度説明の各パンフ

レットをご利用ください。

手続き

対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、

タガログ語、タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、

ロシア語、ネパール語、モンゴル語

【資料掲載先】

日本年金機構ホームページトップページ＞年金の制度・手続き＞パンフレット＞外国語版パン

フレットEmployees' Pension Insurance and Employees' Health Insurance

（厚生年金保険・健康保険制度のご案内）

14か国語
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健康保険・厚生年金保険に加入している会社、工場等の適用事業所に雇用され、健康保険・厚生年

金保険に加入するときは、事業主が「被保険者資格取得届」を日本年金機構へ提出する必要があり

ます。被保険者資格取得届を提出する際は、「資格取得時の本人確認」を行っていただき、手続きを

お願いします。

また、マイナンバーを有していない短期在留外国人、海外居住者で、過去に本人確認を行っていな

い方については、以下の書類により本人確認を行いますので、書類の写しの送付をお願いします。

●短期在留している外国人の本人確認

・旅券の身分事項のページの写し

・（ア）～（ウ）いずれかの写し

（ア）旅券の資格外活動許可証印のページ

（イ）資格外活動許可書

（ウ）就労資格証明書

●日本国外に居住している方の本人確認

日本国内に居住している方に準じて、運転免許証、旅券（有効期限内のパスポート）、現地における

公的機関の発行した資格証明書（写真付き）等の写しにより行います。

なお、初めて公的年金制度（共済組合等を除く）に加入した場合は、基礎年金番号通知書が交付さ

れます。

（1）外国人従業員を採用したときの手続き
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健康保険の被保険者となった方に被扶養者がいる場合や被扶養者の追加があった場合、事業主を

経由して「被扶養者（異動）届」を日本年金機構へ提出します。

被扶養者に該当する条件は、日本国内に住所（住民票）を有しており、被保険者により主として生計

を維持されていること等があります。

また、日本国内に住所を有する場合であっても、日本国籍を有しておらず、「特定活動（医療目的）」

「特定活動（長期観光）」で滞在する方は、被扶養者には該当しません。

（２）外国人従業員が家族を被扶養者にするときの手続き

（３）外国人従業員が退職したときの手続き

健康保険・厚生年金保険に加入している外国人従業員が退職または契約変更等により、健康保険・

厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったときは、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金

機構へ提出する必要があります。

また、短期在留の外国人従業員が退職して自国へ帰国する場合、脱退一時金の制度があります。

⇒脱退一時金については、「５．帰国することとなった際の手続き」を参照してください。



３. 国民年金制度への加入
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日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方で、厚生年金保険に加入していな

い方は、すべて国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

手続きは、住所地の市区町村又は年金事務所に「国民年金被保険者関係届書

（申出書）」を提出します。

手続き
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対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、ロシア語、インドネシア語、

タガログ語、ベトナム語、タイ語、ミャンマー語、ネパール語、カンボジア語、モンゴル語

14か国語

資料掲載場所：https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kaigai/kankeitodoke.html



13

手続きをしていないと「国民年金加入のご案内」が送付されます。

手続き
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手続きをしても保険料を納めていないと未納のお知らせが届きます。

手続き
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手続きもれ、保険料の納め忘れが発生しやすいケースとして、以下の事例があります。

よくあるケース

入国 入社 退社 入社

国民年金への加入
が必要な期間

国民年金保険料の納付または免除申請が必要です

失業特例免除制度を利用できる
場合があります。

厚生年金保険等の期間
国民年金への加入

が必要な期間
厚生年金保険等の期間

保険料の未納期間があると在留資格の更新等に影響が出る可能性があります。

注意
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⚫ 従業員の方（協会等に加入している方）に、日本年金機構から各種お知らせが届い

ていないか確認してください。

⚫ 届いている場合は年金事務所に相談するようお知らせください。

お願い

⇒ ねんきんネットを利用して未納期間が無いか確認することができます。
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ねんきんネットを利用して未納期間が無いか確認することができることをご案内ください。

ねんきんネット
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ねんきんネット

「かんたん試算」

現在の加入条件が60

歳まで継続すると仮定

して年金見込額を自動

的に試算します。

「詳細な条件で試算」

今後の職業に加え、

老齢年金の受給開始

年齢を変更した場合、

未納となっている国

民年金保険料を納付

した場合など、詳細に

試算条件を設定して

年金見込額を試算し

ます。

「試算結果一覧を表示」

過去の試算結果の照会・修正や、登録し

た試算結果をグラフで比較できます。



４. 社会保障協定
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通常、海外から派遣されて日本で働く場合、日本で社会保障制度に加入する必要が

ありますが、この場合、派遣元の国と日本、両方の国の社会保障制度に加入し、保険料

を２重に負担しなければならないことがあります。日本から海外に派遣される場合も同

様です。

また、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入しなけ

ればならない場合があるため、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらな

いことがあります。

以上を踏まえ、社会保障協定は、

●「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する

   （二重加入の防止）

●年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することに

より、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする

（年金加入期間の通算）

の2点を目的として日本と相手国の間で結ばれています。

※年金加入期間の通算がない協定もあります。
20

社会保障協定
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必要な書類

＜一時的（5年以内）に相手国から派遣されて日本で働く場合＞

日本の年金制度の加入免除を受けるためには、原則として派遣前に、相手国（派遣

元の国）機関から「適用証明書」の交付を受ける必要があります。交付のための手続

きは相手国（派遣元の国）機関へ行うことになりますので、従業員の方、または派遣

元の国の事業所には、相手国（派遣元の国）機関にて「適用証明書」交付の手続きを

行うようご案内してください。

※日本で現地採用となった場合や、長期派遣（5年以上）の場合は、日本の制度に

加入する必要があります。

※自営業者も同様に相手国機関にて「適用証明書」交付の手続が必要です。
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相手国（派遣元の国）機関から交付を受けた「適用証明書」のコピーを添付し、「厚

生年金保険・国民年金 条約等適用者に関する届書」を、年金事務所へ提出してく

ださい。

手続き
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現在（令和８年３月末時点）では、23か国との間で社会保障協定を発効して
います。

協定相手国

ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ

オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド

ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン

スロバキア、中国、フィンランド、スウェーデン、イタリア、オーストリア

※イギリス、韓国、中国及びイタリアとの協定は、年金期間を通算する規定がありません。



５. 日本を出国することとなった際の手続き
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日本国籍を有しない方が、国民年金、厚生年金保険（共済組合等を含む）の被保

険者（組合員等）資格を喪失して日本を出国した場合に請求することが

できます。ただし、日本を出国後2 年 以 内に請求する必要があります。

なお、脱退一時金の支給を受けるためには一定の要件があり、そのすべての

要件を満たす必要があります。

脱退一時金
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支給要件

●日本国籍を有していない。

●日本に住所を有していない。

●老齢年金の受給資格期間（10年）を満たしていない。

●国民年金の第１号被保険者（任意加入被保険者を含む）としての保険料納付済

 期間と一部免除納付済期間を換算して合算した月数が6月以上ある。

又は、 厚生年金保険の被保険者期間の月数が6月以上ある。

●年金（障害手当金を含む。）の受給権を有したことがない。

●国民年金の被保険者資格を喪失している。 
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対応言語 14か国語

【資料掲載先】

日本年金機構トップページ＞年金の制度・手続き＞パンフレット

＞外国語版パンフレットLump-sum Withdrawal Payments（脱退一時金）

英 語 、 中 国 語 、 韓 国 語 、

ポルトガル語 、スペ イン語 、

インドネシア語、タガログ語、

タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、

カ ン ボ ジ ア 語 、 ロ シ ア 語 、

ネ パ ー ル 語 、 モ ン ゴ ル 語



６. 日本年金機構が提供するサービスなど
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日本年金機構では、外国の方々向けに、ホームページ、

リーフレット、動画、通訳サービスなど、様々なサービス

を提供しています。

ここでは、代表的なものを紹介しますので、ぜひご利用・

ご案内ください。
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（１）ホームページ

【案内リーフレット】

日本年金機構では、外国人向けの専用サイトを開設しています。年金に関する説明やお知

しらせをやさしい日本語又はご自身の国の言語で読むことができます。

また、様々な国の言語に対応したパンフレットも掲載しています。

専用サイトを案内したリーフレットを用意していますので、外国人従業員の方やお住まい

の地域の外国人の方々にお配りいただきますようお願いします。

日本年金機構ホームページのトップページからこちらをクリックしてください。
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日本年金機構では、各制度ごとに外国人の方向けに様々な言語に対応したリーフレット

を作成しています。

国民年金

国民年金制度の仕組み 免除・納付猶予申請書記載例

国民年金制度全般の解説をしています。
免除・納付猶予申請書の書き方を解説しています。

対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、

ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語

14か国語

（2）リーフレット
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厚生年金

医療保険・年金制度の加入義務を解説をしています。

対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、タガログ語、タイ語、

ベトナム語、ミャンマー語、カンボジア語、ロシア語、ネパール語、モンゴル語

14か国語

社会保険制度加入のご案内
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対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語

インドネシア語、スペイン語、タイ語、ネパール語、ミャンマー語

日本年金機構では、公的年金制度の仕組しくみや必要な年金加入の手続について説

明した外国語動画を掲載しています。対応言語は以下の１１か国語となります。

各言語15分程度

【案内リーフレット】

外国人従業員の方やお住まいの

地域の外国人の方々にお配り

いただきますようお願いします。

https://www.nenkin.go

.jp/tokusetsu/gaikoku

godoga.html

（３）動画
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年金事務所の窓口※またはコールセンター（ねんきんダイヤル等）へ年金相談をする場合

は、電話で通訳サービスを利用することができます。

対応言語は以下の１１か国語となります。

※年金事務所に電話で相談する場合は、通訳サービスを利用できません。

・英語と英語以外で異なります。

英語：月曜日 8：30～19：00、火～金曜日 8：30～17：15、第2 土曜日 9：30～16：00

英語以外：月～金曜日 8：30～17：15

・休日、祝日（第2 土曜日を除く）、12 月29 日～1 月3 日はご利用いただけません。

・通訳サービスが混み合っている場合は、お待たせする場合があります。

対応言語

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、インドネシア語、

タイ語、ネパール語、ミャンマー語

受付時間等

（４）通訳サービス



７. 参考
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色々な国の言葉でパンフレットや動画が

確認できるQRコードを掲載

年金に関する情報

英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、

スペイン語、インドネシア語、タガログ語、

タイ語、ベトナム語、ミャンマー語、

カンボジア語、ロシア語、ネパール語、

モンゴル語

対応言語 14か国語
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外国人の方へ向けたやさしい日本語・英語による公的年金の概要、各種手続き、

お送りする通知書などについての情報を発信。

日本年金機構公式Facebook

日本年金機構公式Facebookページ

英語・やさしい
日本語での発信

https://www.facebook.com/
profile.php?id=61576205463510

https://www.facebook.com/profile.php?id=61576205463510
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